
 �救援活動は、都道府県知事が中心となって、市町村や日本赤十字社と力を合わせて実施
します。
※指定都市にあっては、指定都市の長が中心となって、救援活動を実施します。

ⅱ.救援の仕組み

17

▲ 所要の救援に関する措置を講ずべきこ
とを指示（法74条）

避難住民の受入れは、政府の明確な方針の下、都道府県
が主体的な役割を担うこととされており、 避難先地域
の都道府県知事は、受入れ地域（市町村）の決定・通知を
行った上で、救援を実施します。 

※都道府県の区域を越える住民の避難を想定

▲ 国の方針として、具体的な要避難地
域及び避難先地域を指示（法52条）

▲ 指示を行う場合、双方の知事から意
見聴取（基本指針）

● 避難の指示
 避難経路、
 交通手段等を示す（法54条）

● 避難住民の誘導（法62条）

● 受入地域の決定（法58条）
● 救援の実施（県・政令市）（法75条）
・収容施設の供与（１号）
・食品の給与・飲料水の供給（２号）
・被服など生活必需品の
 給与又は貸与（３号）
・医療の提供及び助産（４号）
・通信設備の提供（７号） 等

● 救援の一部実施
● 県が行う救援の補助（法76条）

避難経路となる地域を含む（法58条）

上部（黄色エリア）

上段 左 → 右

市区町村
→（連絡・報告）→
都道府県

→（連絡・報告）→
総務省（消防庁）

中央～下部（人物イラスト周辺）

照会
回答

（各方向の矢印に付随）

下部 左（オレンジ系エリア）

国民
協力公共団体の
窓口等で照会・回答

右側

外国人に関する情報を提供

国 民

整
理
・
報
告

整
理
・
報
告

照
会

回
答
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